
イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
（
お
知
ら
せ
・
募
集
・
催
し
・
講
座
・
ス
ポ
ー
ツ
）

イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
（
お
知
ら
せ
・
募
集
・
催
し
・
講
座
・
ス
ポ
ー
ツ
）

置
や
後
退
に
伴
う
塀
や
門
の
撤
去
費

用
の
一
部
補
助
制
度
（
限
度
額
10
万

円
）
を
活
用
で
き
ま
す
。
ま
た
、
後

退
用
地
を
市
に
寄
附
し
て
い
た
だ
け

る
場
合
に
は
、
分
筆
測
量
費
の
一
部

に
つ
い
て
も
補
助（
限
度
額
30
万
円
）

を
行
っ
て
い
ま
す
の
で
ご
利
用
く
だ

さ
い
。
な
お
、
こ
の
補
助
制
度
の
利

用
に
は
、
条
件
が
あ
り
ま
す
の
で
、

申
請
前
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

問 

建
築
指
導
課　

  

☎
（21）
２
４
４
１

土
地
を
所
有
・
管
理
す
る
皆
様
へ

（
雑
草
・
樹
木
の
管
理
の
お
願
い
）　

　
雑
草
や
樹
木
は
、
５
月
頃
か
ら
急

速
に
成
長
し
、
梅
雨
、
夏
を
経
て
10

月
頃
ま
で
繁
茂
し
続
け
ま
す
。
適
正

に
管
理
さ
れ
な
い
こ
と
に
よ
り
、
隣

地
に
越
境
し
た
り
、
害
虫
の
発
生
、

不
法
投
棄
な
ど
の
事
案
が
多
数
発
生

し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
道
路
へ
の
雑

草
の
張
り
出
し
や
倒
木
な
ど
が
原
因

で
事
故
が
発
生
し
た
場
合
に
は
、
所

有
者
の
責
任
が
問
わ
れ
る
場
合
が
あ

り
ま
す
。
近
隣
住
民
へ
の
迷
惑
や
事

故
が
起
き
る
前
に
雑
草
の
草
刈
り
や

樹
木
の
点
検
を
す
る
な
ど
、
適
正
な

管
理
を
お
願
い
し
ま
す
。

問 

環
境
課　
　
　
☎

（21）
２
４
２
２

介
護
サ
ー
ビ
ス
利
用
者
の
方
へ

介
護
保
険
負
担
限
度
額
認
定
証
の
交
付

要
介
護
等
認
定
者
が
老
人
福
祉
施
設

等
に
入
所
ま
た
は
短
期
入
所
す
る
場

合
の
食
費
お
よ
び
居
住
費（
滞
在
費
）

に
つ
い
て
は
、
一
定
の
要
件
に
よ
り

軽
減
さ
れ
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。

対
象
　
次
の
全
て
の
要
件
を
満
た
す
方

①
住
民
票
上
の
世
帯
全
員
が
市
民
税

非
課
税　
※
世
帯
を
分
け
て
い
る
場

合
で
も
、別
世
帯
の
配
偶
者
が
課
税

さ
れ
て
い
る
場
合
は
非
該
当

②
預
貯
金
等
（
有
価
証
券
等
を
含
み

ま
す
）
が
別
表
の
基
準
以
下

※
令
和
８
年
８
月
か
ら
別
表
の
利
用

者
負
担
段
階
の
80
・
９
万
円
が
82
・

65
万
円
と
な
り
ま
す
。

※
介
護
保
険
料
の
滞
納
に
よ
る
給
付

制
限（
給
付
額
の
減
額
）適
用
期
間
中

は
軽
減
を
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
。

申
請　
高
齢
介
護
課
ま
た
は
各
総
合

支
所
地
域
づ
く
り
推
進
課
ま
で
。
預

貯
金
等
の
状
況
を
確
認
し
ま
す
の

で
、
申
請
者
名
義
（
配
偶
者
が
い
る

場
合
は
配
偶
者
名
義
も
必
要
）
の
通

帳
（
過
去
３
か
月
の
状
況
が
確
認
で

き
る
も
の
）、
有
価
証
券
等
を
全
て

お
持
ち
く
だ
さ
い
。
な
お
、
有
効
期

限
が
７
月
末
ま
で
の
認
定
証
を
お
持

ち
の
方
に
は
、
申
請
書
等
を
送
付
し

ま
す
の
で
、
必
要
事
項
を
記
入
の
う

え
ご
持
参
く
だ
さ
い
。

社
会
福
祉
法
人
に
よ
る
利
用
者
負
担

軽
減
制
度　

社
会
福
祉
法
人
が
運
営

す
る「
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
」「
訪

問
介
護
」「
通
所
介
護
」「
短
期
入
所

生
活
介
護
」
お
よ
び
「
小
規
模
多
機

能
型
居
宅
介
護
」等
の
サ
ー
ビ
ス（
介

護
予
防
サ
ー
ビ
ス
を
含
む
）
に
つ
い

て
は
、
一
定
の
要
件
に
よ
り
利
用
者

負
担
軽
減
の
制
度
が
あ
り
ま
す
。

※
軽
減
を
行
っ
て
い
な
い
社
会
福
祉

法
人
も
あ
り
ま
す
。

対
象　
次
の
全
て
の
要
件
を
満
た
す
方

①
住
民
票
上
の
世
帯
全
員
が
市
民
税

非
課
税　
※
世
帯
を
分
け
て
い
る
場

合
で
も
、
別
世
帯
の
配
偶
者
が
課
税

さ
れ
て
い
る
場
合
は
非
該
当

②
令
和
７
年
中
の
収
入（
遺
族
年
金
、

障
害
年
金
等
の
非
課
税
年
金
お
よ
び
仕

送
り
も
含
み
ま
す
）が
次
の
金
額
以
下

１
５
０
万
円
＋（
世
帯
員
の
人
数-

１
）

×
50
万
円

③
預
貯
金
等
（
有
価
証
券
を
含
み
ま

す
）
の
額
が
次
の
金
額
以
下

３
５
０
万
円
＋（
世
帯
員
の
人
数-

１
）

×
１
０
０
万
円

④
日
常
生
活
に
必
要
な
資
産（
自
宅
等
）

以
外
に
活
用
で
き
る
資
産
が
な
い

⑤
負
担
能
力
の
あ
る
親
族
等
に
扶
養

さ
れ
て
い
な
い（
所
得
税
法
上
の
扶

養
と
な
っ
て
い
る
方
、医
療
保
険
の

扶
養
と
な
っ
て
い
る
方
は
非
該
当
）

⑥
介
護
保
険
料
を
滞
納
し
て
い
な
い

申
請
　
高
齢
介
護
課
ま
た
は
各
総
合

支
所
地
域
づ
く
り
推
進
課
ま
で
。
所

得
、
預
貯
金
等
の
状
況
を
申
告
い
た

だ
き
ま
す
の
で
、
世
帯
全
員
（
世
帯

を
分
け
て
い
る
配
偶
者
を
含
む
）
の

通
帳
（
過
去
１
年
間
の
状
況
が
確
認

で
き
る
も
の
）、
有
価
証
券
等
を
全

て
お
持
ち
く
だ
さ
い
。
な
お
、
有
効

期
限
が
７
月
末
ま
で
の
認
定
証
を
お

持
ち
の
方
に
は
、
申
請
書
等
を
送
付

し
ま
す
の
で
、
必
要
事
項
を
記
入
の

う
え
ご
持
参
く
だ
さ
い
。

問 

高
齢
介
護
課　

  

☎
（21）
２
２
５
１

身
体
障
害
者
巡
回
相
談

　
栃
木
県
障
害
者
総
合
相
談
所
に
よ

る
医
師
（
整
形
外
科
）・
リ
ハ
ビ
リ

専
門
職
な
ど
が
相
談
に
応
じ
ま
す
。

医
学
的
判
定
の
ほ
か
、
医
学
的
な
相

談
、
補
装
具
の
相
談
、
身
体
障
害
者

手
帳
の
取
得
や
等
級
変
更
に
関
す
る

相
談
な
ど
に
対
応
し
ま
す
。

日
時　
８
月
19
日
（
水
）
13
時
30
分

～
15
時
30
分

場
所　

栃
木
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

（
今
泉
町
２
丁
目
）

対
象　
身
体
障
が
い（
肢
体
不
自
由
）

の
あ
る
方

定
員　
４
人
程
度
（
先
着
順
）

費
用　
無
料

申
込　
７
月
24
日
（
金
）
ま
で
に
障

が
い
福
祉
課
ま
た
は
各
総
合
支
所

（
市
民
）
保
健
福
祉
係
ま
で

問 
障
が
い
福
祉
課  

☎
（21）
２
２
０
３

７
月
は
河
川
愛
護
月
間

　

身
近
な
自
然
空
間
で
あ
る
河
川

は
、私
た
ち
の
大
き
な
財
産
で
あ
り
、

地
域
社
会
に
憩
い
と
潤
い
を
与
え
て

く
れ
ま
す
。地
元
自
治
会
を
は
じ
め
、

多
く
の
み
な
さ
ん
が
草
刈
り
や
清
掃

活
動
を
行
っ
て
い
る
一
方
で
、
依
然

と
し
て
ご
み
の
不
法
投
棄
も
見
受
け

ら
れ
ま
す
。
美
し
い
河
川
を
守
っ
て

い
く
た
め
に
、
河
川
の
美
化
と
愛
護

に
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

問 

栃
木
市
河
川
愛
護
会
事
務
局（
道

路
河
川
維
持
課
内
）
☎

（21）
２
４
０
２

生
ご
み
の
「
３
き
り
運
動
」

　
生
ご
み
の
減
量
化
や
食
品
ロ
ス
削

減
の
た
め
、「
３
き
り
運
動
」
を
推
進

し
て
い
ま
す
。生
ご
み
の「
３
き
り
」

の
取
組
み
で
あ
る「
使
い
き
り
」、「
食

べ
き
り
」、「
水
き
り
」に

皆
様
の
ご
協
力
を
お
願

い
し
ま
す
。

食
材
は
ム
ダ
な
く
「
使
い
き
り
！
」

料
理
は
お
い
し
く
「
食
べ
き
り
！
」

生
ご
み
は
ギ
ュ
っ
と
「
水
き
り
！
」

問 

ク
リ
ー
ン
推
進
課
☎

（31）
２
４
４
７

重
点
支
援
地
方
交
付
金
活
用
事
業

栃
木
市
と
ち
介
商
品
券
２
０
２
６

　
食
料
品
を
は
じ
め
と
す
る
物
価
高

騰
の
影
響
を
受
け
て
い
る
市
民
生
活

の
支
援
お
よ
び
消
費
喚
起
に
よ
る
地

域
経
済
の
活
性
化
を
図
る
こ
と
を
目

的
と
し
て
、１
人
あ
た
り
６
，０
０
０

円
の「
と
ち
介
商
品
券

２
０
２
６
」を
全
市
民
に

配
布
し
ま
す
。

対
象　
４
月
15
日
時
点
で
住
民
基
本

台
帳
に
登
録
さ
れ
て
い
る
栃
木
市
民

金
額　
１
人
当
た
り
６
，
０
０
０
円

内
訳　

全
店
共
通
券
４
枚
（
４
，

０
０
０
円
分
）、
中
小
店
専
用
券
２

枚
（
２
，
０
０
０
円
分
）

利
用
期
間　
８
月
１
日
（
土
）
～
10

月
31
日
（
土
）

時
期　
７
月
下
旬
か
ら
約
５
週
間
に

か
け
て
世
帯
主
宛
に
ゆ
う
パ
ッ
ク
に
て

配
送　
※
商
品
券
は
現
金
に
近
い
性
質

が
あ
る
た
め
、
対
面
で
の
受
け
取
り
が

必
要
な
ゆ
う
パ
ッ
ク
に
て
お
送
り
し
ま

す
／
不
在
の
場
合
に
は
不
在
連
絡
票
が

投
函
さ
れ
ま
す
の
で
、
必
ず
再
配
達
ま

た
は
郵
便
局
で
の
受
け
取
り
の
手
続
き

を
お
願
い
し
ま
す
／
不
在
連
絡
票
の
期

限
を
過
ぎ
て
し
ま
う
と
、
商
品
券
利
用

期
間
内
に
商
品
券
が
お
手
元
に
届
か
な

く
な
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
の
で
、ご

注
意
く
だ
さ
い
。

問 

栃
木
市
と
ち
介
商
品
券
係（
委
託

先:

株
式
会
社
日
本
旅
行
栃
木
支
店
）

☎
０
５
０-

１
７
９
３-

２
１
７
８

と
ち
ぎ
ク
リ
ー
ン
プ
ラ
ザ
基
幹
的

設
備
改
良
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

　
本
工
事
は
、
令
和
４
年
度
か
ら
令

和
７
年
度
ま
で
の
３
年
４
か
月
間
、

老
朽
化
し
た
設
備
の
改
修
お
よ
び
二

酸
化
炭
素
排
出
量
削
減
な
ど
を
目
的

と
し
て
実
施
し
て
い
ま
し
た
が
、
こ

の
度
、工
事
が
完
了
し
ま
し
た
の
で
、

次
の
と
お
り
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

１ 

工
事
概
要　

（1）
工
事
期
間　

令
和
４
年
12
月
～
令

和
８
年
３
月

（2）
主
な
工
事
内
容　
各
施
設
の
設
備

機
器
の
改
良
・
更
新

①
ご
み
焼
却
施
設　
受
入
供
給
、
燃

焼
、余
熱
利
用
、排
ガ
ス
処
理
設
備
等

②
リ
サ
イ
ク
ル
プ
ラ
ザ　

受
入
供

給
、
破
砕
圧
縮
、搬
送
、選
別
設
備
等

③
リ
サ
イ
ク
ル
セ
ン
タ
ー　
受
入
供

給
、
選
別
、
圧
縮
設
備
等

エ　
そ
の
他　
建
築
設
備
等

２ 

主
な
効
果　
（1） 

施
設
稼
働
期
間

を
令
和
19
年
度
ま
で
延
命
化

（2） 

二
酸
化
炭
素
排
出
量
の
削
減

（3） 

焼
却
施
設
の
発
電
設
備
の
増
強

　
当
施
設
で
は
、
市
内
の
小
学
生
や

希
望
者
を
対
象
に
施
設
見
学
を
実
施

し
て
い
ま
す
。
興
味
の
あ
る
方
は
、

市
Ｈ
Ｐ
の
ク
リ
ー
ン
推
進
課
「
と
ち

ぎ
ク
リ
ー
ン
プ
ラ
ザ
の
施
設
見
学
に

つ
い
て
」
を
ご
覧
く
だ

さ
い
。
職
員
一
同
お
待

ち
し
て
い
ま
す
。

問 

ク
リ
ー
ン
推
進
課
☎

（31）
２
４
４
６

建
築
物
を
建
て
る
際
は
建
築
基
準

法
を
守
り
ま
し
ょ
う

建
築
前
に
必
ず
確
認
申
請

　
建
築
物
を
建
築
す
る
と
き
は
事
前

に
「
確
認
申
請
」
を
行
い
、
確
認
済

証
の
交
付
を
受
け
な
け
れ
ば
着
工
で

き
ま
せ
ん
。
車
庫
、
農
業
用
倉
庫
、

プ
レ
ハ
ブ
事
務
所
な
ど
の
新
築
や
増

改
築
に
つ
い
て
も
確
認
申
請
が
必
要

で
す
。
建
築
士
な
ど
専
門
的
な
知
識

を
も
っ
た
人
に
相
談
し
ま
し
ょ
う
。

家
を
建
て
る
と
き
、
敷
地
に
接
す
る

道
路
は
幅
員
４
ｍ
以
上

　

建
物
の
新
築
や
増
改
築
を
す
る
場

合
、
敷
地
は
建
築
基
準
法
で
定
め
ら

れ
た
道
路（
原
則
幅
員
４
ｍ
以
上
）に

接
し
て
い
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

た
だ
し
、幅
員
４
ｍ
未
満
の
道
路
で

あ
っ
て
も
、建
築
基
準
法
の
適
用
を
受

け
る
前
か
ら
建
物
が
立
ち
並
ん
で
い

る
道
路
で
、各
条
件
を
満
た
し
て
い
る

も
の（
法
42
条
２
項
道
路
）
は
、建
物

を
建
て
る
際
に
道
路
の
中
心
線
か
ら

２
ｍ
ま
で
敷
地
を
後
退
さ
せ
る
こ
と

で
、幅
員
４
ｍ
の
道
路
が
あ
る
と
み
な

し
て
建
築
す
る
こ
と
が
出
来
ま
す
。

こ
の
後
退
し
た
部
分
は
道
路
と
同
じ

扱
い
と
な
る
た
め
、建
物
や
塀
な
ど
を

造
る
こ
と
は
出
来
な
く
な
り
ま
す
。ま

た
、建
替
等
の
際
に
後
退
部
分
に
含
ま

れ
て
い
る
既
存
の
塀
等
も
撤
去・移
転

す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

狭
あ
い
道
路
拡
幅
整
備
促
進
事
業

　
２
項
道
路
に
関
し
て
「
後
退
用
地

無
償
使
用
承
諾
書
」
の
提
出
が
あ
っ

た
場
合
、
固
定
資
産
税
の
非
課
税
措

市 HP

利用者負担段階 預貯金等の基準

第１段階　（非課税世
帯である老齢福祉年金
受給者）

単身…1,000 万円
夫婦…2,000 万円

第２段階　（年金収入
等 80.9 万円以下）

単身…650 万円
夫婦…1,650 万円

第３段階①（年金収入
等 80.9 万 円 超 120 万 
　　　　　　円以下）

単身…550 万円
夫婦…1,550 万円

第３段階②（年金収入
等 120 万円超）

単身…500 万円
夫婦…1,500 万円
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